
 

東京外国語大学とリオ・デ・ジャネイロ州立

大学とのダブル・ディグリー・プログラムの

実施に関する規程 

 

                            令和 7年 6月24日  

                            規 則  第 43 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東京外国語大学（以下「本学」という。）とリオ・デ・ジャネイロ州

立大学（以下「UERJ」という。）との間で締結された協定書に基づき、本学言語文化学部

及び国際日本学部と UERJ 文学部との間で実施するダブル・ディグリー・プログラム（以

下「DDP」という。）に関し、必要な事項を定める。 

（DDP） 

第２条 DDP は、本学言語文化学部に在籍し、ポルトガル語を専攻言語とする学生（以下「本学学

生」という。）が在学中に UERJ 文学部に入学し、又は UERJ 文学部に在籍する学生（以下

「UERJ 学生」という。）が在学中に本学国際日本学部に入学し、双方の大学が定める所定

の単位を修得することにより、双方の大学からそれぞれ定められた学位を授与するプロ

グラムをいう。 

２ UERJ 学生のうち DDP に参加する学生は、本学国際日本学部第３年次に編入学するもの

とする。 

（派遣学生の留学と単位の認定） 

第３条 本学学生のうち DDP に参加する学生（以下「派遣学生」という。）の留学期間は、

原則２年とする。ただし、特別の事情があると認める場合はこの限りではない。 

２ 派遣学生が UERJ で修得する単位は、96 単位以上とする。このうち、52 単位以上は別表

に定める必修科目及び選択必修科目から修得しなければならない。 

３ 派遣学生が UERJ で修得した単位は、本学言語文化学部の単位として別表に掲げる授業科

目区分ごとに認定するものとする。 

４ 単位認定に関する手続等は、東京外国語大学学部学生の留学に関する取扱要項を準用す

るものとする。 

（UERJ の卒業要件） 

第４条 派遣学生が UERJ を卒業するための要件は、UERJ が定める規則等によるものとす

る。 

（雑則） 

第５条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

附 則 

この規程は、令和７年７月１日から施行する。



 

別表（第３条第２項、第３項） 

UERJ 文学部 本学言語文化学部 

科目名 
単位数 授業科目区分 

単位 

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
文
学
部
開
講
科
目 

 

 

 

 

 

必修 

1. Língua Portuguesa I 4  

 

専攻言語Ⅲ 

 

 

8 
2. Língua Portuguesa II 4 

3. Língua Portuguesa III 4 

4. Língua Portugeusa IV 4 

5. Introdução à Cultura 

Brasileira I 
2 

 

 

概論科目 

 

 

8 
6. Literatura Brasileira I 4 

7. Linguística I 4 

 

選択必修 1 
(最低２科目を

選択) 

9. Língua Portugeusa V 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門科目（講義）

専門科目（演習） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

4 

10. Língua Portugesa VI 4 

11. Língua Portuguesa VII 4 

 

 

選択必修 2 
(最低２科目を

選択) 

12. Teoria da Literatura I 4 

13. Teoria da Literatura II 4 

14. Teoria da Literatura III 2 

15. Teoria da Literatura IV 2 

 

選択必修 3 

(最低１科目を
選択) 

16. Literatura Brasileira II 4 

17. Literatura Brasileira III 4 

18. Literatura Brasileira IV 4 

 

選択必修 4 

(最低１科目を

選択) 

19. Linguística II 4 

20. Linguística III 2 

21. Linguística IV 2 

 

選択必修 5 

(最低修得科目

数なし) 

22. Português Como Segunda 

Língua I 
2 

23. Português Como Segunda 

Língua II 
2 



 

 

  24. Português para Tradutores 

I 
2 

  

25. Português para Tradutores 

II 
2 

エクステンション科目 8  

関連科目 

 

6 
大学共通選択科目 16 

 

備考 

① 選択必修１～選択必修５については、各区分の最低修得科目数を満たした上で、合計 26 

単位以上修得すること。 

② エクステンション科目及び大学共通選択科目は UERJ が別途示す要件に従い、それぞれ必

要単位を修得すること。 


